
2025年 11月吉日 

お客様各位 

ゆきぐに信用組合 

 
インターネットでんさいサービスの取扱い開始および 

でんさいサービス利用手数料改正のお知らせ 

 
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当組合では 2025 年 11月 17 日（月）より、インターネットでんさいサービスの取扱いを開
始いたします。 
これに伴い、下記のとおり「でんさいサービス利用手数料」を改正いたします。 
今後もより一層お客さまにご満足いただけるサービスの向上に努めてまいりますので、 

引続きご愛顧のほど、お願い申し上げます。 
記 

●でんさいサービス利用手数料 

発生・譲渡・分割記録（1件あたり） 

お取引種類 
手数料(消費税込) 

当組合あて 他行あて 
発生記録請求*1 ３３０円 ６６０円 

譲渡記録請求*1（でんさい割引・担保を含む*2） ２２０円 ３３０円 
分割記録請求*1（でんさい割引・担保を含む*2） ３３０円 ６６０円 

 その他（1件あたり） 

お取引種類 内容 手数料(消費税込) 
入金手数料 「でんさい」の入金（受取り）にかかる手数料 ２２０円 

変更記録請求*1 「法人 IB」を利用して債権情報を変更場合 ３３０円 
変更記録請求(書面) 書面による手続きが必要な債権情報を変更する場合 ２,２００円 
保証記録請求*1 保有している「でんさい」に保証人を追加する場合 ３３０円 
支払等記録請求*1 口座間送金以外の方法で「でんさい」を決済した場合 ３３０円 
開示請求(書面) 当組合窓口で書面により債権内容を照会する場合 ３,３００円 

口座間送金決済中止 発生済の「でんさい」の決済を取りやめする場合 ６６０円 
支払不能情報照会 当組合窓口で書面により支払不能情報を照会する場合 ３,３００円 

残高証明書発行 
「でんさい」の合計金額・件数および債権
毎の明細を含んだ証明書を発行する場合 

定例発行 １,６５０円 
都度発行 ４,４００円 

事務代行手数料（受付 1 回あたり） １,１００円 
*1 当組合の窓口でお手続きを受け付けた場合。所定の記録請求等にかかる手数料のほか 
別途、事務代行手数料として 1,100 円が必要となります。 

*2 でんさい割引・担保については、当組合窓口にて書面のみの受付となります。 
●でんさいサービス手数料についてのご留意点 

※でんさいサービスのご利用には、法人インターネットバンキングのご契約が必要となり
ます（別途利用手数料が必要となります）。 

※一旦記録請求（予約を含む）を行った取引は、取消可能期間内に取り消した場合でも所
定の記録請求手数料が必要となります。 

以上 


